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指定居宅介護支援重要事項説明書  
 

１．当事業所の概要 

（１）－１ 法人の概要 

開設者名称 長野県厚生農業協同組合連合会 

法人所在地 

（連絡先及び 

電話番号等） 

長野県長野市大字南長野北石堂町１１７７番地３ 

０２６－２３６－２３０５（代表） 

代表者氏名 代表理事理事長 洞 和彦 

法人設立年月日 昭和２５年８月１８日 

法人番号 ４１００００５００１２１１ 

 

（１）－２ 事業所の概要 

事業所名 
居宅介護支援事業所 

長野松代総合病院 

事業所所在地 長野県長野市松代町松代 183 番地 

連絡先 026-278-1355 

管理者名 山上 朋之 

サービス種類 居宅介護支援 

介護保険指定番号 ２０７０１００１３２号 

サービス提供地域※ 

（通常の実施地域） 
長野市（松代地区、若穂地区・篠ノ井地区） 

※サービス提供地域（通常の実施地域）以外にお住まいの方はご相談ください。 

 

(２)職員体制 

職員の職種 業  務  内  容 職員数 

管理者 事業所の運営および業務全般の管理 1 名 

主任介護支援専門員 居宅介護支援サービス等に係わる業務 1 名以上 

介護支援専門員 居宅介護支援サービス等に係わる業務 2 名以上 

事務職員 事務 0 名 

 

（３）営業日・時間 

営 業 日 

月曜日 ～ 土曜日 

ただし第１・第３・第５土曜日、日曜日、国民の祝日及び 

12 月 30 日から 1 月 3 日を除く 

営 業 時 間 
平  日  午前８：３０   ～  午後５：００ 

土 曜 日  午前８：３０   ～  午後１２：３０ 

（営業時間外の連絡先） 

24 時間体制を確保し、かつ必要に応じて利用者の相談に対応す

る体制を確保しています。 

携帯：０８０-８４０１-１４４７ 

長野松代総合病院：０２６-２７８-２０３１ 
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２．指定居宅介護支援事業所の事業の目的及び運営方針 

目的 

事業所の介護支援専門員は、要介護状態となった高齢者等（以下

「利用者」という。）とその家族に適正な指定居宅介護支援を提供し、

生活の質の向上を図ることを目的とする。併せて安心して生活でき

る地域づくりに貢献する。 

運営方針 

事業所は、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応

じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努め

る。 

２ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者

自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが

多様な事業者から総合的かつ効率に提供されるよう配慮する。 

３ 利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立って、利

用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業者に

不当に偏することのないよう、公正中立に行う。 

４ 事業の運営に当たっては、市町村その他事業者等との連携に努め

るものとする。 

５ 利用者により良い居宅介護支援が提供できるように、常に資質の

向上と改善に努める。 
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３．居宅介護支援サービスの流れと主な内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①状況の把握（アセスメント） 

利用者宅を訪問しご本人やご家族に面接のうえ、抱えている問題点や解決すべき課題を分析

し、複数の地域サービス情報を提供します。 

②連絡・調整 

利用者の意思を尊重し、自立に向けて効果的なサービスが提供できるよ

うに調整します。 

 

 

③計画の原案の作成 

提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留

意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成いたします。 

 

④サービス担当者会議 

原案を基にサービスの担当者や利用者ご本人・ご家族も参加し、意見交

換を行います。 

 

⑤居宅介護サービス計画の決定・交付（利用者・事業所等） 

居宅サ ー ビ スの利用 

⑥経過観察・再評価 

月に一度は自宅を訪問し、ご本人の状況を確認いたします。 

※利用者はサービスを選択できます。 

※利用者から文書（居宅介護サービス計画書・利用票など）による同意 

 

・サービス見直しが必要な場合 

・介護保険更新時期 

・介護度が変わるとき 等 

 

 

 
・計画に位置付けた居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求めることができます。 

・入院の際には、早期に情報共有や連携をする必要がありますので、病院等に担当する介護支援専門員の名

前や連絡先を伝えてください。 
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４．利用料及びその他の費用について 

（1）利用料（月額） 

要介護認定を受けられた方は、下表①から③の費用が介護保険制度から全額給付され

るので自己負担はありません。 

ただし、保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月につき要

介護度に応じて下記の全額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します。 

なお、このサービス提供証明書を後日お住まいの市区町村窓口に提出しますと、全額

払戻しが受けられます。 

① 基本利用料 

地域単価 

その他 10.21 円 

 

費用区分 

＜取扱要件＞ 
要介護状態区分 単位 

利用者負担金 

法定代理 

受領分 

法定代理 

受領分以外 

居
宅
介
護
支
援
費
（
Ⅰ
） 

居宅介護支援費（ⅰ） 

＜取扱件数が 45 件未満＞ 

要介護度 1・2 1,086 /月 

無料 

10,860 円 

要介護度 3・4・5 1,411 /月 14,110 円 

居宅介護支援費（ⅱ） 

＜取扱件数が 45 件以上 60 件

未満＞ 

要介護度 1・2 544 /月 5,440 円 

要介護度 3・4・5 704 /月 7,040 円 

居宅介護支援費（ⅲ） 

＜取扱件数が 60 件以上＞ 

要介護度 1・2 326 /月 3,260 円 

要介護度 3・4・5 422 /月 4,220 円 

居
宅
介
護
支
援
費
（
Ⅱ
） 

居宅介護支援費（ⅰ） 

＜取扱件数が 50 件未満＞ 

要介護度 1・2 1,086 /月 

無料 

10,860 円 

要介護度 3・4・5 1,411 /月 14,110 円 

居宅介護支援費（ⅱ） 

＜取扱件数が 50 件以上 60 件

未満＞ 

要介護度 1・2 527 /月 5,270 円 

要介護度 3・4・5 683 /月 6,830 円 

居宅介護支援費（ⅲ） 

＜取扱件数が 60 件以上＞ 

要介護度 1・2 316 /月 3,160 円 

要介護度 3・4・5 410 /月 4,100 円 

（注）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場

合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい

基本利用料を書面でお知らせします。 

② 加算 

加算の算定要件（別紙参照）を満たす場合、基本利用料に以下の額が加算されます。 

項目 単位 加算額 

初回加算 300 /月 3,000 円 

特定事業所加算（Ⅰ） 519 /月 5,190 円 
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特定事業所加算（Ⅱ） 421 /月 4,210 円 

特定事業所加算（Ⅲ） 323 /月 3,230 円 

特定事業所加算（Ａ） 114 /月 1,140 円 

特定事業所医療介護連携加算 125 /月 1,250 円 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 250 /月 2,500 円 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 200 /月 2,000 円 

退院・退所加算（Ⅰ）イ 450 /回 4,500 円 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ 600 /回 6,000 円 

退院・退所加算（Ⅱ）イ 600 /回 6,000 円 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ 750 /回 7,500 円 

退院・退所加算（Ⅲ） 900 /回 9,000 円 

通院時情報連携加算 50 /月 500 円 

緊急時等居宅カンファレンス加算 200 /月 2,000 円 

ターミナルケアマネジメント 加算 400 /月 4,000 円 

特別地域居宅介護支援加算  /月 基本利用料の 15%を加算 

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算  /月 基本利用料の 5%を加算 

③ 減算 

減算の算定要件（別紙参照）に該当する場合、基本利用料から以下の額が減算されます。 

項目 単位 減算額 

運営基準減算  /月 所定単位数×50/100×地域単価 

特定事業所集中減算 200 /月 2,000 円 

業務継続計画未策定減算  /月 所定単位数×1/100×地域単価 

高齢者虐待防止措置未実施減算  /月 所定単位数×1/100×地域単価 

同一建物減算  /月 所定単位数×5/100×地域単価 

（2）交通費 

通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域にお住まいの方は、

交通費の実費が必要となります。 なお、自動車等を使用した場合は、交通費をいただ

きます。（1 回の訪問につき１,１００円） 

（3）利用料のお支払い方法（自己負担金や交通費などの支払いが生じる場合に限ります） 

毎月、１０日までに前月分の請求をいたしますので、月末までにお支払い下さい。 

入金確認後、領収証を発行します。また、支払い方法については、ご相談ください。 

グリーン長野農協 松代支店 

普通預金口座（口座番号６０３３０８３） 

口座名義 厚生連 長野松代総合病院 

ｺｳｾｲﾚﾝ ﾅｶﾞﾉﾏﾂｼﾛｿｳｺﾞｳﾋﾞｮｳｲﾝ 

 

５．他機関との各種会議等について 

（1）利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施する会議について、「医療・介護関係

事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全

管理に関するガイドライン」等を参考にして行います。また、会議の開催方法として、参集



【20251101】 

6 

にて行うもののほかに、テレビ電話装置等を活用して実施する場合もあります。 

（2）利用者等が参加して実施する会議、または定期的な訪問について、利用者等の同意を得た

上で、テレビ電話装置等を活用して実施（オンラインモニタリング）する場合があります。 

 

６．主治医等の診断に基づく対応について 

主治の医師等が、一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断

した場合、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に

沿った支援を実施いたします。具体的には、利用者またはその家族の同意を得た上で、主治

の医師等の助言を得ながら、通常よりも頻回に居宅訪問（モニタリング）をさせていただき、

利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握を実施します。その際に利用者の心身の状態

を記録し、主治の医師やケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供することで、そ

の時々の状態に即したサービス提供の調整等を行います。 

 

７．虐待の防止について 

事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現

に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを

市町村に通報します。 

 

８．秘密の保持について 

（1）事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダン

ス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとします。 

（2）事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提

供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じ

て利用者又はその代理人の了解を得るものとします。 

（3）従事者は、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持する義務を負います。 

（4）従事者であったものは、従事者でなくなった後においても、引き続き秘密保持義務を負

います。 

 

９．事故発生時の対応 

（1）事業所は、利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに

市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとします。 

（2）前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録を行うものとします。 

 

１０．サービス内容に関する苦情 

当事業所の居宅介護支援に関する苦情及び居宅介護サービス計画に基づいて提供してい

る各サービスについての苦情を承ります。 

（１）当事業所 

相談窓口 居宅介護支援事業所 長野松代総合病院 

担当者 山上 朋之 

連絡先 ０２６－２７８－１３５５  

受付時間 平日 8：30～17：00/第２・第４土曜日 8：30～12：00 
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（２）その他 

機関名 連絡先 

長野市介護保険課 電話 026－224－7891 

長野市介護保険課 電話 026－224－7991 

長野広域連合 電話 026－213－5100 

長野市地域包括支援センター 

長野松代総合病院 
電話 026－278－2058 

国民健康保険団体連合会 

（介護保険課 苦情処理係） 

電話 ０２６－２３８－１５８０ 

Email : kaigo@kokuho-nagano.or.jp 

 

１１．サービス利用に関する留意事項 

（1） 利用者及び利用者の家族等の禁止行為  

サービスの円滑な提供と職員の安全・尊厳を守るため、以下の行為を禁止します。 

① 職員に対する身体的暴力 

身体的な力を使って職員に危害を加える行為。 

（例）コップを投げつける、蹴る、唾を吐く など 

② 職員に対する精神的暴力 

個言葉や態度によって職員の尊厳や人格を傷つける、または貶める行為。 

（例）大声を出す、怒鳴る、特定の職員への嫌がらせ、「この程度できて当然」といった 

理不尽な要求 など 

③ 職員に対するセクシャルハラスメント 

本人の意思に反する性的な言動や態度の強要など、性的な嫌がらせ行為。 

（例）不適切な言動や接触、性的な冗談や質問 など 

④ サービス利用中の撮影・録音、およびそれらのインターネット等への公開 

サービス提供中に、職員の写真・動画・音声を撮影・録音する行為は原則として禁止します。 

また、これらの記録をインターネットや SNS 等に掲載・公開することは、いかなる場合も 

禁止します。 

（2）ハラスメント対策 

当事業所では、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメント

等の防止を目的とし、指針に基づいた職員研修等を実施しています。 

利用者や関係者による著しいハラスメント行為により適切な支援が困難な場合は、サービ

スの中断や契約解除を行うことがあります。 

 

１２．その他 

（1）事前にご連絡・ご了解いただいたうえで、教育・実習の一環として研修医・医学生・看

護学生等と一緒に訪問することがあります。 

（2）大雪や地震等の自然災害等により、居宅介護支援サービスが実施できなくなる場合がご

ざいます。 
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重要事項説明書についての同意 
 

居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、ご利用者様に対して本書面により居宅介護支援のサービ

ス内容及び重要事項の説明をしました。 

２０  年   月   日 

 

 

事
業
所 

事 業 所 名 
居宅介護支援事業所 

長野松代総合病院                 印 

所 在 地  長野県長野市松代町松代 183 番地 

説明者氏名  

 

 

利
用
者 

私は本書面により、事業所から居宅介護支援についての重要事項の説明を受け、内容

について同意しました。 

住 所  

氏 名  

私は、利用者本人の契約の意思を確認の上、本人に代わり、上記署名を行いました。 

署名代行者氏名 （利用者との続柄：     ） 

署名代行の理由 

□身体上の理由により署名が困難・不可能な為、親族等が署名 

□身体上の理由により署名が困難・不可能な為、事業者が署名 

□その他 

（                          ） 

 

※署名代行者の署名につきましては、本人の自筆に限ります。 
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（別表） 

① 加算の説明 

項目 算定要件 

初回加算 

次のような場合に算定されます。 

イ 事業所において新規に居宅サービス計画（ケアプラン）を作成する場合 

ロ 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画（ケアプラン）

を作成する場合 

ハ 要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービス計画（ケア

プラン）を作成する場合 

特定事業所加算（Ⅰ） 

常勤専従の主任介護支援専門員を２名以上及び常勤専従の介護支援専門員を

３名以上配置している場合で、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応

を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施

している場合に加算されます。 

特定事業所加算（Ⅱ） 

常勤専従の主任介護支援専門員を１名以上及び常勤専従の介護支援専門員を

３名以上配置している場合で、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応

を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施

している場合に加算されます。 

特定事業所加算（Ⅲ） 

常勤専従の主任介護支援専門員を１名以上及び常勤専従の介護支援専門員を

２名以上配置している場合で、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応

を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施

している場合に加算されます。 

特定事業所加算（Ａ） 

常勤専従の主任介護支援専門員を１名以上及び常勤専従の介護支援専門員を

１名以上のほか非常勤の介護支援専門員を１名以上配置している場合で、中

重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を

確保し、質の高いケアマネジメントを実施している場合に加算されます。 

特定事業所医療介護連

携加算 

特定事業所加算(Ⅰ)～(Ⅲ)のいずれかを取得し、かつ、退院・退所加算の算定

に係る医療機関等との連携を年間３５回以上行うとともに、ターミナルケア

マネジメント加算を年間１５回以上算定している事業所に加算されます。 

入院時情報連携加算 

（Ⅰ）及び（Ⅱ） 

利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員

に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な

情報を提供した場合に加算されます。 

●入院時情報連携加算（Ⅰ）：入院した日のうちに情報提供を実施した場合（提

供方法は問わない） 

●入院時情報連携加算（Ⅱ）：入院した日の翌日又は翌々日に情報提供を実施

した場合（提供方法は問わない） 

退院・退所加算 

（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） 

医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等を利用する場合

において、退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、利用者に

関する必要な情報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に

関する調整を行った場合に加算されます。 

退院・退所加算（Ⅰ） 

●退院・退所加算(Ⅰ)イ：病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介

護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外

の方法により一回受けていること。 

●退院・退所加算(Ⅰ)ロ：病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介

護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンスによ

り一回受けていること。 

退院・退所加算（Ⅱ） 

●退院・退所加算(Ⅱ)イ：病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介

護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカファレンス以外の

方法により二回以上受けていること。 
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●退院・退所加算(Ⅱ)ロ：病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介

護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を二回受けており、う

ち一回以上はカンファレンスによること。 

退院・退所加算（Ⅲ） 

●退院・退所加算(Ⅲ)：病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護

保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を三回以上受けており、

うち一回以上はカンファレンスによること。 

通院時情報連携加算 

利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心

身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師等から利

用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画（ケアプラン）

に記録した場合に加算されます。（利用者１人につき１月に１回の算定が限

度） 

緊急時等居宅カンファ

レンス加算 

病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共

に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用

者に必要な居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合、１月につき２

回を限度として加算されます。 

ターミナルケアマネジ

メント加算 

在宅で死亡した利用者（在宅訪問後、２４時間以内に在宅以外で死亡した場

合を含む）において、２４時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応

じて、指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備し、利用者又はその

家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上在宅を訪

問し、主治の医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性

等の把握、利用者への支援を実施し、訪問により把握した利用者の心身の状

況等の情報を記録し、主治の医師等及びケアプランに位置付けた居宅サービ

ス事業者へ提供した場合に加算されます。 

特別地域居宅介護支援

加算 

当事業所が特別地域に所在する場合に加算されます。 

中山間地域等に居住す

る者へのサービス提供

加算 

中山間地域において、通常の事業の実施地域外に居住する利用者へサービス

提供した場合に加算されます。 

 

② 減算の説明 

項目 算定要件 

運営基準減算 

居宅介護支援の業務が適切に行われない場合において、厚生労働大臣が定める

基準に該当する場合に減算されます。なお、運営基準減算が２月以上継続して

いる場合、所定単位数は算定しません。 

特定事業所集中減算 

正当な理由なく、事業所において前６月に作成した居宅サービス計画（ケアプ

ラン）に位置付けられた居宅サービス等が特定の事業者に偏っている場合であ

って、厚生労働大臣が定める基準に該当する（８０％を超える）場合に減算さ

れます。 

業務継続計画未策定減

算 

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本

報酬が減算されます。 

高齢者虐待防止措置未

実施減算 

虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合、基本

報酬が減算されます。 

同一建物減算 

利用者が居宅介護支援事業所と併設・隣接しているサービス付き高齢者向け住

宅等に入居している場合や複数の利用者が同一の建物に入居している場合等

に基本報酬が減算されます。 

 


